
 京都市会計年度任用教職員の給与，勤務時間等に関する規則を公布する。 

  令和２年２月１２日 

京都市教育委員会   

教育長 在田正秀   

京都市教育委員会規則第６号 

   京都市会計年度任用教職員の給与，勤務時間等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，京都市教職員の給与，勤務時間等に関する条例（以下「教職員条例」

という。）に定めるもののほか，教職員条例第２条第１項第２号に規定する会計年度任用

教職員（以下「会計年度任用教職員」という。）の給与，勤務時間等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（会計年度任用教職員） 

第２条 教職員条例第２条第１項第２号に規定する別に定める職を占める者は，講師，実

習助手，事務職員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，部活動指導

員，学校司書その他の別に定めるものとする。 

（給料） 

第３条 教職員条例第３７条の２第３項の表（以下「給料月額表」という。）教職員の区分

の欄に規定する別に定めるものは，講師，実習助手その他別に定めるものとする。 

（新任の場合の号給の決定基準） 

第４条 新たに採用する会計年度任用教職員（次条及び第６条の規定により号給を決定さ

れる者を除く。）の号給の決定については，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲

げる表の定めるとおりとする。ただし，これらの表に定めがないものについては，別に

定めるところによる。 

 ⑴ 給料月額表に掲げる幼稚園，小学校，中学校又は義務教育学校に係る業務に従事す

る者で別に定めるもの 幼稚園等初任給基準表（別表第１） 

 ⑵ 給料月額表に掲げる高等学校又は特別支援学校に係る業務に従事する者で別に定め

るもの 高等学校等初任給基準表（別表第２） 

 ⑶ 給料月額表に掲げる前２項のいずれにも該当しない者 学校事務職員初任給基準表

（別表第３） 

（再任の場合の号給の決定基準） 



第５条 ４月１日に採用する会計年度任用教職員のうち，同日の前日から引き続き同一と

認められる職務に従事することとされる者（別表第１⑵の項に掲げる者，別表第２⑵の

項に掲げる者及び別表第３⑵の項に掲げる者に限る。）の号給の決定については，その採

用の日の前日以前１年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては同日に

おいてその者が受けていた号給の１号給上位の号給とし，同期間におけるその者の勤務

成績が良好でない場合にあっては同日においてその者が受けていた号給と同一とする。 

２ ４月１日に採用する会計年度任用教職員のうち，同日の前日から引き続き同一と認め

られる職務に従事することとされる者（前項に規定する者を除く。）の号給の決定につい

ては，その採用の日の前日においてその者が受けていた号給と同一とする。 

３ 第１項の規定による勤務成績の判定の方法については，別に定める。 

４ 前年の４月２日以後に新たに会計年度任用教職員となった者の号給の決定については，

前３項の規定にかかわらず，別に定める。 

（休職又は育児休業をしている会計年度任用教職員の号給の決定基準等） 

第６条 ４月１日に採用する会計年度任用教職員で，同日において休職し，又は育児休業

をしている者のうち，同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することと

される者（前条第１項に規定する者に限る。）の号給の決定については，前条第１項，第

３項及び第４項の規定にかかわらず，同日においてその者が受けていた号給と同一とす

る。 

２ 前項の規定により号給を決定された会計年度任用教職員が復職し，又は職務に復帰し

た場合において，他の会計年度任用教職員との均衡上必要があると認められるときは，

休職（別に定めるものを除く。）の期間については別に定める換算率により，育児休業の

期間については１００分の１００以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務

したものとみなして，別に定める日に，前条の場合に準じてその者の号給を決定するも

のとする。 

（１週平均の勤務時間数） 

第７条 教職員条例第３７条の２第６項に規定する１週平均の正規の勤務時間数として別

に定める時間数は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる時間数とする。 

 ⑴ 教職員条例第３７条の２第２項に規定する短時間勤務会計年度任用教職員（以下「短

時間勤務会計年度任用教職員」という。） ３１時間までの範囲内で別に定める時間数 

 ⑵ 教職員条例第３７条の２第６項に規定する常時勤務会計年度任用教職員（以下「常



時勤務会計年度任用教職員」という。） 京都市教職員の給与に関する規則（以下「給

与規則」という。）第１２条第３号に掲げる時間数 

（通勤手当） 

第８条 教職員条例第３７条の２第１０項ただし書に規定する別に定める場合は，次に掲

げる場合とする。 

 ⑴ 会計年度任用教職員が京都市敬老乗車証条例第１条に規定する敬老乗車証（以下「敬

老乗車証」という。）を使用して通勤する場合 

 ⑵ 別に定める場合 

２ 前項第１号に掲げる場合の通勤手当の額は，常時勤務会計年度任用教職員にあっては

教職員条例第４条第５項に規定する常勤の教職員の，短時間勤務会計年度任用教職員に

あっては教職員条例第２条第１項第１号に規定する再任用短時間勤務教職員の例による。

この場合において，給与規則第２９条前段において準用する京都市職員給与条例施行細

則第１９条第３項第２号中「については，」とあるのは，「のうち，敬老乗車証を使用す

る区間については京都市敬老乗車証条例第４条本文の規定により納入する負担金の額に

１２分の１（敬老乗車証の有効期間が６箇月を越えないときは，６分の１）を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額），その他の区間につ

いては」とする。 

３ 第１項第２号に掲げる場合の通勤手当の額は，別に定める。 

（特殊勤務手当等） 

第９条 教職員条例第３７条の２第１１項に定めるもののほか，特殊勤務手当及びへき地

手当（これに準じる手当を含む。以下同じ。）について必要な事項は，別に定める。 

（勤務しないことについての承認の基準） 

第１０条 教職員条例第３７条の２第１２項ただし書の規定による承認は，会計年度任用

教職員が年次休暇又は特別休暇を受けた場合（別に定める場合を除く。）及び職務に専念

する義務を免除された場合（次に掲げる場合を除く。）に行う。 

 ⑴ 第２４条第１項前段において準用する京都市教職員の勤務時間等に関する規則（以

下「準用勤務時間規則」という。）別表第４(14)の項又は(15)の項に掲げる基準により職

務に専念する義務を免除された場合のうち，地方公務員災害補償法（以下「補償法」

という。）第２８条若しくは第２８条の２，労働者災害補償保険法（以下「労災保険法」

という。）第１２条の８第３項若しくは第２３条，京都市非常勤職員公務災害等補償条



例（以下「補償条例」という。）第８条若しくは第８条の２又は京都市労働者災害補償

保険法の適用を受ける非常勤職員公務災害等補償規則（以下「補償規則」という。）第

３条の規定により補償を受けることができる場合 

 ⑵ 別に定める場合 

（給与の減額の特例） 

第１１条 会計年度任用教職員が，正規の勤務時間について勤務しない場合（教職員条例

第３７条の２第１２項ただし書に規定する場合を除く。）における教職員給与条例第３７

条の２第１４項の規定による給与の減額の特例は，次に定めるところによる。 

 ⑴ 勤務しなかった時間（勤務を要しない時間及び教職員条例第３７条の２第１２項た

だし書の規定による承認を受けた期間に係る時間を除く。以下同じ。）がその月の正規

の勤務時間の全部にわたる場合は，給与の全額を支給しない。 

 ⑵ その月の正規の勤務時間が第１５条に規定するその会計年度任用教職員の１月平均

の正規の勤務時間数を超える場合において，勤務しなかった時間の時間数がその月の

正規の勤務時間数の２分の１以下であり，かつ，教職員条例第３７条の２第１２項の

規定を適用したとした場合に減額することとなる額が給与月額（教職員条例第３７条

の２第１８項に規定する給料の月額並びにこれに対する地域手当及び別に定める手当

の月額の合計額をいう。以下同じ。）の２分の１に相当する額を超えるときは，給与

月額の２分の１に相当する額を減額する。 

 ⑶ その月の正規の勤務時間が第１５条に規定するその会計年度任用教職員の１月平均

の正規の勤務時間数を超える場合において，勤務しなかった時間の時間数がその月の

正規の勤務時間の時間数の２分の１を超えるときは，アに掲げる額からイに掲げる額

を差し引いた額を減額する。 

  ア 給与月額 

  イ 給与月額をその月の正規の勤務時間の時間数で除して得た額に，当該時間数から

勤務しなかった時間の時間数を差し引いた時間数を乗じて得た額 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定による部分休業の承認を

受けている会計年度任用教職員その他別に定める者が正規の勤務時間（部分休業の承認

を受けている勤務時間その他別に定める時間を除く。）について勤務しなかった場合に

おいて，部分休業の承認を受けていない会計年度任用教職員その他別に定める者が正規



の勤務時間について勤務しなかった場合との均衡を考慮して必要があると認めるときは，

別に定めるところにより給与を減額することができる。 

（休業補償を受ける場合の給与の減額の特例） 

第１２条 次の各号に掲げる規定により休業補償を受けることができる場合において，教

職員条例又はこの規則により減額され，又は支給されないこととなる給与の額が，当該

各号に掲げる額（以下「補償相当額」という。）を超えることとなるときは，教職員条

例又はこの規則の規定にかかわらず，当該補償相当額を給与から減額する。 

 ⑴ 補償法第２８条 補償法第２条第４項に規定する平均給与額に補償法第２８条の規

定により休業補償を受けることができる日数（その月に係る日数に限る。以下この条

において同じ。）を乗じて得た額 

 ⑵ 補償条例第８条 補償条例第６条の規定による補償基礎額に補償条例第８条の規定

により休業補償を受けることができる日数を乗じて得た額 

 ⑶ 補償規則第３条 労災保険法第８条の２の規定による休業給付基礎日額に補償規則

第３条の規定により休業補償を受けることができる日数を乗じて得た額 

（その月分の給与から減額することができない場合の減額の方法） 

第１３条 給与を減額すべき事由が生じた場合において，その月分の給与から減額するこ

とができないときは，翌月分以降の給与から差し引くことができる。 

（期末手当を支給しない会計年度任用教職員） 

第１４条 教職員条例第３７条の２第１７項に規定する別に定める者は，１週平均の正規

の勤務時間数が１５時間３０分に満たないものその他別に定めるものとする。 

（１月平均の正規の勤務時間数） 

第１５条 教職員条例第３７条の２第１８項に規定する１月平均の勤務時間数として別に

定める時間数は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる時間数とする。 

 ⑴ 短時間勤務会計年度任用教職員 次号に掲げる時間数に第７条第１号に掲げる時間

数を同条第２号に掲げる時間数で除して得た数を乗じて得た時間数（その時間数に１

時間未満の端数があるときは，これを切り捨てた時間数） 

 ⑵ 常時勤務会計年度任用教職員 給与規則第３９条本文に規定する時間数 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第１６条 教職員条例第３７条の２第１８項に規定する別に定める手当は，毎月定額によ

り支給される手当のうち別に定める手当とする。 



２ 給与月額の計算の基礎となる給料の月額は，法律，条例等の規定により給料を減額さ

れているときにおいても，本来その会計年度任用教職員が受けるべき給料の月額とする。

ただし，地方公務員法第２９条の規定により減給処分を受けている場合においては，そ

の期間に限り，減額された給料額をその会計年度任用教職員の給料の月額とみなす。 

（休職中の給与） 

第１７条 教職員条例第３７条の２第１９項ただし書に規定する別に定める会計年度任用

教職員は，公務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤（補償法第２条第２項に規

定する通勤をいう。）により負傷し，若しくは疾病にかかり，京都市職員の分限に関する

条例第２条第２号に掲げる事由に該当して休職された常時勤務会計年度任用教職員（別

に定める者を除く。）とする。 

（退職手当） 

第１８条 教職員条例第３７条の２第２０項に規定する者（別に定める者を除く。）の退職

手当の支給については，臨時的に任用された者とみなして，京都市教職員の退職手当に

関する規則（第４条第４項を除く。）を適用する。 

（端数計算） 

第１９条 第３条から前条までの規定による会計年度任用教職員の給与の支給額又は給与

を減額すべき額を計算する場合における端数計算については，教職員条例第２条第１項

第１号に掲げる者の例による。 

（特定の会計年度任用教職員の給与） 

第２０条 教職員条例第３７条の２第２１項に規定する別に定める会計年度任用教職員（以

下「特定会計年度任用教職員」という。）は，短時間勤務会計年度任用教職員のうち，ス

クールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーその他の別に定めるものとする。 

２ 特定会計年度任用教職員の報酬は，月額，日額又は時間額（時間を単位とする額をい

う。）により支給することとし，その額は別に定める。 

３ 特定会計年度任用教職員には，給料の調整額及びへき地手当に相当する報酬並びに期

末手当を支給しない。 

４ 特定会計年度任用教職員には，別に定めるところにより，通勤手当に相当する費用弁

償，特殊勤務手当，時間外勤務手当，宿日直手当，夜間勤務手当及び休日勤務手当に相

当する報酬並びに旅費に相当する費用弁償を支給する。 

５ 特定会計年度任用教職員の地域手当に相当する報酬については，別に定める。 



６ 前各項に規定するもののほか，特定会計年度任用教職員の給与については，特定会計

年度任用教職員でない短時間勤務会計年度任用教職員との均衡を考慮して別に定める。 

（旅費） 

第２１条 会計年度任用教職員の旅費（短時間勤務会計年度任用教職員にあっては，これ

に相当する費用弁償をいう。）については，教職員条例第２条第１項第１号に掲げる者

の例による。 

（勤務時間等） 

第２２条 常時勤務会計年度任用教職員の勤務時間，休憩時間及び休日については，臨時

的に任用された教職員の例による。 

２ 短時間勤務会計年度任用教職員の勤務時間は，１週間について３１時間（別に定める

者にあっては，３５時間）を超えない範囲内において別に定める。 

３ 短時間勤務会計年度任用教職員の休憩時間及び休日については，別に定める。 

（休暇） 

第２３条 会計年度任用教職員の年次休暇については，１の年次につき２０日を超えない

範囲内において別に定める。 

２ 教職員条例第３７条の２第３項の規定の適用を受ける会計年度任用教職員（別に定め

る者を除く。）の特別休暇については，京都市教職員の勤務時間等に関する規則（以下

「勤務時間規則」という。）の適用を受ける教職員の例による。 

３ 前項に規定する会計年度任用教職員以外の者の特別休暇については，別に定める。 

（職務に専念する義務の特例） 

第２４条 前条第２項に規定する会計年度任用教職員が職務に専念する義務の特例に関す

る条例（以下「職免条例」という。）第２条第４号により職務に専念する義務を免除さ

れることができる場合については，勤務時間規則別表第４（(24)の項ウ及び備考を除く。）

の規定を準用する。この場合において，同表(23)の項中「小学校就学の始期」とあるのは

「３歳に達する日」と，同表(24)の項中「１５歳」とあるのは「１２歳」と，「又は特別

支援学校（高等部専攻科を除く。）に在学する子（いずれも配偶者」とあるのは「（配

偶者」と読み替えるものとする。 

２ 準用勤務時間規則別表第４(14)の項，(19)の項又は(24)の項に掲げる基準により職務に専念

する義務を免除される期間については，これらの項の規定にかかわらず，これらの項に

掲げる期間を超えない範囲内において別に定める。 



３ 前条第３項に規定する会計年度任用教職員が職免条例第２条第４号により職務に専念

する義務を免除されることができる場合については，別に定める。 

（補則） 

第２５条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し

必要な事項は，教育長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

（号給の決定の特例） 

２ この規則の施行の日の前日において京都市報酬及び費用弁償条例（以下「報酬等条例」

という。）第２条第１４号の規定により月額で報酬を受けていた非常勤の職員で，同日か

ら引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用教職員（以下「継続会計年度

任用教職員」という。）のうち，別表第１，別表第２又は別表第３の定めるところにより

決定される号給による給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額が同日におい

て報酬等条例第２条第１４号の規定により受けていた報酬の月額に達しないこととなる

ものの号給の決定については，第４条の規定にかかわらず，別に定めるところによるも

のとする。 

３ 前項に規定するもののほか，継続会計年度任用教職員のうち，前項の規定により号給

を決定される者との権衡上必要があると認められるもの号給の決定については，第４条

の規定にかかわらず，別に定めるところによるものとする。 

  



別表第１（第４条関係） 

幼 稚 園 等 初 任 給 基 準 表 

会 計 年 度 任 用 教 職 員 の 区 分 号 給 

⑴ 
講師又はこれと同程度の複雑，困難及び責任の度であると認められる

職務に従事する者 
５７ 

⑵ 

幼児，児童又は生徒の養護，保健等に係る職務に従事する者又はこれ

と同程度の複雑，困難及び責任の度であると認められる職務に従事す

る者 

１７ 

⑶ 
児童又は生徒の学習の補佐に係る職務に従事する者又はこれと同程度

の複雑，困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者 
１ 

別表第２（第４条関係） 

高 等 学 校 等 初 任 給 基 準 表 

会 計 年 度 任 用 教 職 員 の 区 分 号 給 

⑴ 
講師又はこれと同程度の複雑，困難及び責任の度であると認められる

職務に従事する者 
５７ 

⑵ 
実習助手又はこれと同程度の複雑，困難及び責任の度であると認めら

れる職務に従事する者 
１８ 

別表第３（第４条関係） 

学 校 事 務 職 員 初 任 給 基 準 表 

会 計 年 度 任 用 教 職 員 の 区 分 号 給 

⑴ 
事務職員又はこれと同程度の複雑，困難及び責任の度であると認めら

れる職務に従事する者 
４ 

⑵ 
学校事務に従事する者又はこれと同程度の複雑，困難及び責任の度で

あると認められる職務に従事する者 
３ 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


